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暦年課税の
生前贈与加算期間、伸長

【暦年課税って、どんな贈与？】
現在の贈与税の課税体系は2種類あります
暦年課税と相続時精算課税です
暦年課税は贈与を受ける人が1年につき110万円の非課税枠があるものです
対して相続時精算課税は贈与をする人が1生涯で2、500万円の非課税枠があ
るものです
しかし、この2,500万円の非課税枠は贈与の時だけで、いざ相続が発生する
と相続時精算課税を使って贈与したものは全て相続財産に加算しなければな
りません
高齢者の資産の早期移転を促されている訳です

【生前贈与加算って？】
相続税はお亡くなりになった時点での財産や債務を加減算して、相続税を計
算します
しかし、そのままでは、お亡くなりになる直前に贈与してしまえば相続税の
課税はされなくなり不公平が生じます
そこで、亡くなり日前3年前までの（推定）相続人に対する贈与について
は、相続税を計算する上では相続財産に加算する（持ち戻しする）方法が採
られています
決して、その贈与がなかったことになる訳ではありませんので、返却するな
どの必要はありません

【加算期間が延長される・・・】
令和6年1月1日から、前述の加算期間は段階的に7年に伸長されます
つまり、より生前贈与がしにくくなる訳です
ただ、いきなり7年に伸長される訳ではなく、右図のように令和9年以降1年
ずつ伸長されていき、最終的には令和13年には7年の加算期間（右図水色網
掛け部）となります



相続時精算課税制度に
基礎控除、創設

前ページの説明で、相続時精算課税には2,500万円の
非課税枠があることをご説明しました
また更に、この枠を使用して行った贈与は、相続税
の計算の際に、相続財産にも加算しなければなりま
せん

しかし、今回、相続時精算課税にも相続財産に加算
しなくてもよい「基礎控除」を設けることになりま
した

相続時精算課税は、この制度を適用するともう二度
と暦年課税に戻ることはできないため、適用初年に
キチっと届出を出さなければなりませんが

この届出を出した年から相続が発生するまで、ずっ
と110万円の非課税枠の上乗せがあり、相続財産に加
算しなくてもよいこととなります



暦年課税の
オマケの持ち戻し免除枠

暦年課税では、段階的に加算期間が7年間に伸長されるこ
とをご説明しました
少々ややこしい話ですが、この7年間のうち亡くなる前４
年～７年の４年間で100万円については、相続財産に加算
しなくてもよい、持ち戻し免除枠が設けられました
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改正のまとめ



では、一体どうすれば良いのか？

暦年課税➡相続時精算課税への切り替え適用が有効
贈与期間、贈与額によっては



ケーススタディー

相続開始前10年間で年300万円を贈
与する場合には
3年間は暦年課税、その後相続時精算課税を適用

相続開始前20年間で年500万円を贈
与する場合には

前半10年暦年課税、後半10年精算課税とすると
➡ずっと暦年課税の方が有利

相続開始前10年間で年１１0万円を贈
与する場合には
相続時精算課税を適用
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前半13年暦年課税、後半7年精算課税とすると
➡切り替え型が有利



おわりに

•この資料は、税務上の課税関係について解説したものであり、今後
生じる課税関係を保障するものではありません。
•この資料を、当職の了承なく、ご依頼人以外の第三者へ提供・開示・
複写されることを固くお断りいたします。また、上記目的以外にご使用
になられた結果生じた損害について、一切の責任は負いません。
•関係法令は、表題記載日付現在施行されているものに基づいて解
説しております。


